
助産の実施に関する事務処理要綱  

 

 

（目的）  

第１条   この要綱は、児童福祉法（以下「法」という。）に基づく助産の実施に  

ついて、法令に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。 

 

（入所の要件）  

第２条  法第２２条の規定による助産施設への入所対象者は、生活保護法（昭和

２５年法律第１４４号）に基づく被保護世帯とする。ただし、やむを得ない特

別の理由があり、社会保険未加入者についてはこの限りではない。  

 

（入所申込書）  

第３条  法施行規則第２２条第３項による入所申込は、別記様式第１号によるも

のとする。  

 

 

（入所承諾書等）  

第４条  市長は助産の実施を決定したときは、本人に対しては別記様式第２号に

よる承諾書を、助産施設の長に対しては別記様式第２号による承諾書及び別記

様式第９号による助産券を交付する。  

２ 助産の実施を解除したときは、本人及び助産施設の長に対し別記様式第４号

による通知書を交付する。  

３ 助産の実施が適当でないと決定したときは、本人及び助産施設の長に対し別

記様式第３号による通知書を交付する。  

 

（費用の市負担）  

第５条 入所者については、「児童福祉法による児童入所施設措置費国庫負担金

交付要綱」（平成１１年４月３０日厚生省発児第８６号）に基づき、次の各号

に掲げる費用を市が負担する。  

（１）  入所申込みから助産を受けるまでの期間に、当該助産施設において算定  

された費用  

①  「診療報酬の算定方法」（平成２０年厚生労働省告示第５９号）及び「入    

院時食事療養費の算定基準」（平成１８年厚生労働省告示第９９号）に準ず

る費用  

②  分娩介助料  

③  胎盤処置料  

④  新生児介補料  

⑤  保険料  

（２）  新生児にかかる「診療報酬の算定方法」（平成２０年厚生労働省告示  



第５９号）及び「入院時食事療養費の算定基準」（平成１８年厚生労働省告

示第９９号）に準ずる費用  

 

  

 附 則  

１ この要綱は、昭和５１年１０月１日から実施する。  

２ 昭和４３年３月制定の「助産施設への入所措置事務処理要綱」は廃止する。 

 附 則  

この要綱は、平成１３年４月１日から実施する。  

 附 則  

この要綱は、平成１５年４月１日から実施する。  

 附 則  

この要綱は、令和２年７月２１日から実施する。  

 


